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──────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長 全員ご起立願います。おはようございます。ご着席願います。 

  本日の会議に欠席通告のあった方は１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和２年第５回川西町議会臨時会を開会いたしま

す。 

（午前 ９時３０分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長 直ちに本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長 議事日程につきましては、お手元に配付しておきました印刷物のとおりであります。 

  地方自治法第121条の規定に基づき、町長並びに教育長、農業委員会会長及び監査委員の

出席を求めております。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長 日程第１、川西町議会会議規則第126条の規定により、会議録署名議員を私より指名

いたします。 

  ３番渡部秀一君、４番寒河江 司君。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長 日程第２、会期の決定、これを議題といたします。 

  お諮りいたします。会期については、本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議第７８号 川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 
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       制定について 

○議長 日程第３、議第78号 川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、これを議題といたします。 

  なお、本案につきましては、当局議案であり、所管委員会付託が原則でありますが、川西

町議会運用例第２章第７項の規定により、議会運営委員会の議を経て委員会付託を省略し、

本会議で直ちに審議をいただくことにいたしましたので、ご了承願います。 

  提案当局の説明を求めます。 

  町長原田俊二君。 

○町長 議第78号 川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、ご提案申し上げます。 

  提案理由につきましては、特別職に係る期末手当の支給割合を変更するため提案するもの

であります。 

  内容につきまして、鈴木総務課長から説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 鈴木総務課長。 

○総務課長 命によりまして、議第78号 川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、お手元の概要書によってご説明申し上げます。 

  １の制定の趣旨でございます。特別職の国家公務員の給与改定に準じ、本庁の特別職に係

る期末手当の支給割合を改定するものでございます。 

  ２の制定の内容であります。こちら町長、副町長及び教育長並びに議会の議員に係る期末

手当の支給割合を次のように改定する内容でございます。 

  こちら、２つの表がございますが、令和２年度、令和３年度別に制定するものでございま

す。 

  まず、令和２年度でありますが、12月の欄をご覧願います。 

  改定前は1.700の支給割合でございましたが、0.050を減じまして、改定後は1.650にする

内容でございます。続いて、令和３年度以降の支給月数でございます。こちらは６月、12月、

それぞれ改定をする内容でございます。初め６月につきましては、1.700の支給割合を0.025

月減じまして1.675、12月につきましては、1.650を0.025、これを増じまして1.675にする内

容でございます。 

  ３の施行期日等でありますが、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。た

だし、令和３年度以降の支給割合に係る改定は、令和３年４月１日から施行する内容でござ
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います。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長 本案に対する質疑を許します。 

（な  し） 

○議長 別に質疑がないようでありますので、質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、

討論の通告もございませんので、討論なしと認め、採決に入ります。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長 全員ご起立。 

  よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議第７９号 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

       制定について 

○議長 日程第４、議第79号 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、これを議題といたします。 

  なお、本案につきましては、当局議案であり、所管委員会付託が原則でありますが、川西

町議会運用例第２章第７項の規定により、議会運営委員会の議を経て委員会付託を省略し、

本会議で直ちに審議をいただくことにいたしましたので、ご了承願います。 

  提案当局の説明を求めます。 

  町長原田俊二君。 

○町長 議第79号 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご提案申し上げます。 

  提案理由につきましては、国家公務員等の給与改定に準じ、本町職員の給与を改定するた

め提案するものであります。 

  内容につきまして、鈴木総務課長から説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 鈴木総務課長。 

○総務課長 命によりまして、議第79号 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、お手元の概要書によって説明を申し上げます。 

  １の制定の趣旨でございます。国家公務員等の給与改定に準じ、一般職の職員の給与改定

するものでございます。 
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  ２、制定の内容、(１)給料表の改定、こちらは改定は行わない内容でございます。 

  (２)期末勤勉手当の改定、こちらは一般職の職員の期末手当について、次のように改定す

る内容でございます。こちら、２つの表がございます。令和２年度、また令和３年度以降、

２つの内容でございます。 

  初め、令和２年度の支給月数でありますが、12月の欄をご覧願います。 

  改定前の期末手当は1.300でございましたが、改定後は0.05月を減じまして1.250にする内

容でございます。 

  続いて令和３年度以降でございますが、こちらは、６月、12月、それぞれ期末手当を改定

する内容でございます。初め、６月の期末手当、改定前は1.300、これを改定後は0.025を減

じまして1.275、12月につきましては1.250、これを1.275にする内容でございます。 

  ３、施行期日等でございます。公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。た

だし、期末手当に係る令和３年度以降の支給割合に係る改定は、令和３年４月１日から施行

するでございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長 本案に対する質疑を許します。 

（な  し） 

○議長 別に質疑がないようでありますから、質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、

討論の通告もございませんので、討論なしと認め、採決に入ります。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長 全員ご起立。 

  よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長 以上で、本日予定いたしました全日程を終了いたしました。 

  これをもって、令和２年第５回川西町議会臨時会を閉会いたします。 

（午前 ９時４０分） 


